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「固定資産の減損に係る会計基準」の適用に伴う特別損失の発生に関するお知らせ

平成１８年３月期からの「固定資産の減損に係る会計基準」の適用に伴い、当中間期より下記の

とおり特別損失が発生しますので、お知らせいたします。

１．減損損失の発生について

「固定資産の減損に係る会計基準」を適用することに伴い、平成１８年３月期中間期において、

減損損失１４１百万円を特別損失として計上いたします。

２．業績予想に与える影響

上記特別損失につきましては、平成１７年１１月１０日公表の「平成１８年３月期業績予想の

修正に関するお知らせ」に反映されております。
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